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平成３１年３月２７日 

 

古賀市議会 

議長 結城 弘明 様 

 

市民建産常任委員会 

委 員 長  渡  孝 二 

 

委員会審査報告書 

 

本委員会に付託された事件の審査結果を、会議規則第１１０条の規定により報

告します。 

記 

 

第３号議案 古賀市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査 

結果縦覧等の手続に関する条例の制定について 

 

 本案は、古賀市海津木苑の建て替えに伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律に規定する縦覧の手続を整備する必要が生じたため、条例を制定するもの。 

 

【審査内容】 

議案の趣旨、確認した事項は次のとおり。 

１．廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、一般廃棄物処理施設  

を設置しようとするときは、周辺地域の生活環境に及ぼす影響について

の調査、いわゆる生活環境影響調査を行うこととされている。 

２．生活環境影響調査の結果について、公衆の縦覧に供するとともに利害関

係を有する者に生活環境の保全上の見地から意見を提出する機会を付与

することとされている。 

３．生活環境影響調査は、施設の建て替え更新であっても必須とされており、

今回、２０１９年度から２０２０年度にかけて実施する予定である。 

 

【審査結果】 

  委員会は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定した。 
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第４号議案 古賀市景観条例の制定について 

 

 本案は、景観法及び景観法に基づく景観計画の施行に関して必要な事項を条例

で定めるもの。 

 

【審査内容】 

議案の趣旨、確認した事項は次のとおり。 

  １．本市では、良好な景観の形成の促進をめざし、景観行政団体となった平

成２８年度以降、景観市民会議、景観計画策定委員会からの答申等を経

て景観計画の案を策定したところである。 

２．景観計画区域内において建築行為等を行う場合に必要な届出について、

景観法に定める届出行為のほか、景観行政団体の条例の定めるところに

より届出行為の追加ができることとされていることから、本条例におい

て、当該届出対象行為の種類及び行為の規模を規定するものである。 

３．景観に関する諮問機関として、委員１０人以内で組織する古賀市景観審

議会の設置を規定している。 

４．土地利用による企業誘致の推進に当たっては、進出企業の社会的責任を

果たす観点からも景観計画に即し、良好な景観の形成に努めて頂き、地

域力と産業力を高めていきたいと考えている。 

５．都市計画マスタープランの改訂に先行して策定した景観計画であり、今

後、土地利用の推進に当たり齟齬が生じた場合には、景観計画の見直し

も必要と考えている。 

 

【審査結果】 

  委員会は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

 第５号議案 古賀市屋外広告物条例の制定について 

 

 本案は、屋外広告物法に基づき、屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件に

関する規制等について必要な事項を条例で定めるもの。 

 

【審査内容】 

議案の趣旨、確認した事項は次のとおり。 

１．現在、古賀市内における屋外広告物については、県の屋外広告物条例の

適用を受けるところであるが、本市が景観行政団体となったことにより、

一定の制約はあるものの独自の基準を定めることが可能となったもの。 
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２．基本的な部分で県条例を踏襲しており、本市の特性に応じた基準につい

ては、県条例において知事に委任された部分と考えられることから、景

観条例に規定する景観審議会に諮問し規則で定めることとしたもの。 

 

【審査結果】 

  委員会は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

 第９号議案 古賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 本案は、後期高齢者医療制度と同様の内容で実施している旧被扶養者に係る国

民健康保険税の軽減措置について、後期高齢者医療制度における軽減措置の改正

が平成３１年４月１日に施行されることに伴い、条例の一部を改正するもの。 

 

【審査内容】 

 議案の趣旨、確認した事項は次のとおり。 

１．本条例の一部改正は、旧被扶養者に係る国民健康保険税の均等割、平等

割については、２年間の軽減措置とし、所得割については従前のとおり

当分の間の措置とするもの。 

 

【審査結果】 

  委員会は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

第１０号議案 古賀市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 本案は、平成３１年３月３１日に古賀市ふるさと就労促進事業実施要綱が失効

することに伴い、条例の一部を改正するもの。 

 

【審査内容】 

  議案の趣旨、確認した事項は次のとおり。 

１．古賀市ふるさと就労促進事業実施要綱の失効に伴い、古賀市企業立地促

進条例第４条第２項第２号中の当該要綱に係る部分を削るもので、同条

に規定する雇用奨励金の交付については継続するものである。 

 

【審査結果】 

  委員会は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 


